
〈解説〉
～仕組みについて～
解説の図のように、ドナーバンク支援自販機の設置は、
「協力企業（設置主）」、「ドナーバンク」、「コカ・コーラ」の
３者で協定書を締結し運用されます。
設置、事務手続きの流れが「緑の矢印①～④」、
手数料、寄付金の流れが「赤の矢印⑤⑥」となります。
詳しくは、「設置までの流れ」で説明します。

～設置までの流れ～
まず、図①自販機の設置が決まったら、
次に、図②自販機の設置場所、自販機サイズ、商品内容の打合せを行う。
次に、図③自販機設置のラッピング等の準備を進める。
図④で協定書（３者＝設置主、ドナーバンク、コカ・コーラ）の締結

販売手数料と寄付割合の決定 を行う。
例えば、
～設置された自動販売機の「販売手数料２０％」「寄付１０％」と設定された場合～
販売実績が20,000円/月の場合、
20％の販売手数料は＝4,000円 となり、

⇒設置主＝2,000円（10％）

⇒バンク＝2,000円（10％）となり、それぞれの受取額となります。
ちなみに、
※販売手数料からの寄付割合は、設置主の意向により変動することが出来ます。

但し、
※自販機の電気代1,000円～1,500円/月の負担は設置主が負うこと。が条件となります。

～販売手数料と寄付金の入金方法について～
販売手数料は、

「設置主から直接振込を行う方法」 として、
まず、図⑦コカ・コーラから販売手数料20％が設置主に入金される。
続いて図⑧自販機設置主はバンクへ寄付10％の入金を行う。

･･･矢印⑦（赤）の流れとなります。

また、設置主の事務の手間を軽減できるよう
「コカ・コーラに代行してもらう方法」･･･矢印（橙） があります。

さらには、図⑨寄付金に対して、

バンクから「領収書」と「税額控除証明書」が発行される。 ⇒ 税金対策になる

以上、ドナーバンク支援自販機の設置に協力することで、アイバンクのデザインした
ラッピングは「ポスター的要素」があり、多くの方々に献眼への取り組みを少しでも
ご理解いただく機会となります。
また、実際にドリンクを購入される毎にドナーバンクの推進活動への寄付として協力
することになります。

参考



【 例：販売手数料の20％を10％ずつに分けた場合 】

コカ･コーラ

ボトラーズジャパン

株式会社

設置許可

設置要請

３者協定書および自販機の準備

運営管理依頼

(販売価格（希望小売価格）の１０％ )

⑥

③

①

④

公益財団法人
ひろしま

ドナーバンク

協力企業様

手数料（手数料は販売価格（希望小売価格）の２０％）

コカ・コーラボトラーズジャパン社が協力企業様に代行して
ひろしまドナーバンク事務局に入金手続きが可能

➄

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社

寄付金

②

手数料・寄付金の流れ

設置・事務手続き等の流れ

ドナーバンク支援自販機設置の仕組み

（寄付金の割合は設置主様のご意向により決定されます）

資料１



コカ･コーラボトラーズジャパン
株式会社

現地確認

打合せ

販売価格・寄付金割合の決定

（例＝販売価格の１０％ )

公益財団法人
ひろしまドナーバンク

協力企業様

①自販機サイズの確認

②商品内容の相談

設置までの流れ

設置許可

コカ･コーラボトラーズジャパン
株式会社

ラッピング自販機の準備

協力企業様

設置

３者協定書の準備

打合せ後から

準備（３~４週間）

販売手数料の１０％

運営管理

①販売手数料・寄付金の管理

②商品の補充

③自動販売機の保全

🔷設置場所により、協定が３者で行えない場合があります。

🔷公共の道路等には設置できない場合があります。

🔷自動販売機設置に伴う電気代はご負担いただきます。

（電気代の目安 1,000～1,500円 / 1カ月）

設置日の決定 領収書
（税額控除証明書）

販売手数料

20％

寄付金の入金
（事務代行が可能）

①
③

②

⑤

④

⑧

⑥

⑨

⑦

依頼

運営・管理

販売手数料

１０％

寄付金

１０％

寄付金

ドナーバンク支援自販機設置までの流れ 資料２



【 例：販売手数料の20％を10％ずつに分けた場合】

コカ･コーラ

以外の

飲料メーカー様

領収書

設置要請

協定書および自販機の準備

運営管理依頼

販売手数料の１０％

⑥

①

公益財団法人
ひろしま

ドナーバンク
設置主様

手数料

（手数料は販売価格（希望小売価格）の

２０％

ドナーバンク支援自販機として設置する条件

①協定書の締結

➁支援自販機であることの表示

（ラッピング・ポスター等は設置主様のご負担となります）

ドナーバンク支援自販機の設置趣意

●移植医療への普及啓発を行う「ポスター的要素」

●移植医療の推進活動への寄付

コカ・コーラ様以外の飲料メーカー様の場合

寄付金

②

手数料・寄付金の流れ

設置・事務手続き等の流れ

ドナーバンク支援自販機設置

③

④

２者協定書

➄

ドナーバンク支援自販機は、コカ・コーラボトラーズジャパン（株）との

専属契約となっています。

その他飲料メーカー様との契約は出来ません。

左記の条件を満たしたうえで、設置主様とドナーバンクの「２者間」で

の協定を締結します。

（寄付金の割合は設置主様のご意向により決定されます）

⑦

資料３


